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●まずシステムのことについて具体的に教え

てください。

　この認証システムは中国の認証機関である

中国教育部学位与研究生教育発展中心（以下、

CDGDC）から直接日本の大学に、卒業認証や

学位認証、成績認証が送付されるというもの

で、中国の学位・学歴を効率的かつ確実に日

本の各教育機関で確定できるようになります。

　すでに（財）日本語教育振興協会が中国の

教育部担当部局と交渉を進めて 2006 年から日

本語学校ではこの制度がスタートしています

が、入学時の学歴確認に加え、入管における

在留資格認定審査でも非常に大きな成果を上

げています。認証システムができる前の日本

語学校では、一件ずつ卒業証書の発行大学に

電話をして確認するということをしていまし

た。また、中国で発行された様々な卒業証書

を持ち寄って、どれが本物でどれが偽物か、

真贋を見分けるスキルを身につける研究会も

行われていましたが、そのような徒労な作業

が必要なくなったということです。

JAFSA 中国学歴認証システムで変わる

中国人留学生へのビザ発給と大学の留学生戦略

留学生30万人計画達成の鍵をにぎるのは、現在も留学生の6割以上をしめる中国人留学生の
動向であることに異論はないだろう。もっともこれまで中国からの留学生については、その学
歴や卒業に関する証明書の真偽について、その判断が難しい状況が続き、入管のビザ発給率も
非常に低いものとなっていた。この問題は長年関係者にとって頭痛の種となってきたわけだが、
今回その種を取り除く処方箋となりうるのが、JAFSA（ジャフサ＝国際教育交流協議会）が開
始する「中国学位・学歴認証システム登録制度」である。2006年より（財）日本語教育振興
協会（日振教）が日本語学校に提供してきたサービスを大学にも利用してもらおうというものだ。
中国人留学生の数を倍増させる可能性を秘める本サービス提供開始を前に、当協会教育交流事
業部長で JAFSA中国認証評価検討プロジェクトのチームリーダーを務める白石勝己に、その
概要について話を聞いた。
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　この日本語学校で行っていた制度を、今度

は大学のほうでも利用してもらおうと言うこ

とで、JAFSAを実施母体として大学をとりま

とめ、CDGDCに日本語学校と同様に登録を

して、直接学位認証を送ってもらうという制

度です。

●大学のサービスにおいてはJAFSAが日振

教のような働きをするのでしょうか。

　あくまで日本側の窓口は日振教で、JAFSA

が取りまとめを行い日振教にCDGDCへの登

録をお願いすることになります。日本語学校

と同じように、JAFSAで大学に登録コードを

ふり、CDGDCに通渡します。CDGDCはコー

ド番号と学校名によって認証書類を大学等の

登録先に送付するということです。

●今回大学の登録を始めるにあたって、追加・

改良される点などはありますか。

　日本語学校の場合は、高校の卒業証書と卒

業試験、大学入学統一試験の成績の３つのみ

を認証していました。それを今回、高等教育・

中等教育のほとんどすべてのレベルで中国側

は認証の発行を行うという約束をしてくれま

した。つまり、職業高中とか、中等専業学校、

技工学校まで卒業しているかどうか、学位を

取得しているかどうかの認証ができるように

なりました。

　特に大学にとっては日本で修士課程、博士

課程に留学する人たちも多いわけで、中国の

大学本科の卒業、学位、修士課程の学位、博

士課程の学位、さらに大学の成績も全て認証

できるようにするということです。日本の大

学はほとんど全ての中国の学歴書類について

疑義を持つ必要がなくなるということです。

・対応する学位学歴認証

１．中国高等学校（高中）の卒業試験成績（開

考）認証

２．中国高等学校（高中）卒業証明認証

３．中国大学入試統一試験（高考）成績認証

４．職業高中卒業認証、中等専業学校卒業認証、

技工学校卒業認証

５．中国の大学卒業、終了認証（大学本科、

大学専科、修士、博士）

６．中国の大学学位認証（学部、修士、博士）

７．大学成績認証（学部、修士、博士）

●実際の登録についてですが、利用料を含め

て教えてください。

　JAFSAでは初回の登録料 6万円と年間の利

用料として６万円を徴収します。送付先 3登
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録まではこの金額内で行いますが、それ以上

は 1登録増えるたびに 1万円を追加でいただ

きます。大学の場合、キャンパスが異なるとか、

学部、研究科によって試験制度が異なるとい

うことも考えられますので、複数の送付先を

設定できるようにしました。この費用は、100

大学くらいが参加してくれればシステムの維

持ができるのではと考えて設定したものです。

ただ単に認証を送付するサービスを行うだけ

でなく、例えば中国から担当者に来てもらい、

登録大学を対象にセミナーをやってもらうと

いったことも考えています。

●認証を依頼する留学生もCDGDCに対して

手数料を支払うのでしょうか。

　学生はインターネットを通じて認証書の発

行を依頼しますが、CDGDCに対して１件に

つき 260元（約 4000 円）を支払わなければな

りません。これは留学生の負担につながるの

で、合格した人についてのみ送付させるとか、

大学が費用を負担して送付することはできる

かなどの要望があります。その場合はどうやっ

て決済をするかという点で若干技術的な問題

が必要になってきます。現在のシステムでは、

本人が卒業証明書や成績証明書をCDGDCに

持ち込んで、認証を依頼しなければなりませ

ん。日本と中国ではプライバシーについての

考え方も異なりますので、今後ともいろいろ

な問題をどうクリアするかということ、また

学生の金銭的負担をなるべく少なくするには

どうすればいいのかといったことを考えてい

く必要があるかと思います。

●これまで２年間このシステムを日本語学校

が利用してきて、何か問題のようなものは出

ていますか。

　申請してから認証書が日本に届くまで 20日
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間かかるのですが、日本語学校の場合はビザ

の申請が厳しいだけでタイムリミットについ

てはそれほど厳しいわけではありません。し

かし大学は受験のための出願書類として認証

書を必要としますから、実際出願の締め切り

に間に合うのかという不安はあります。です

から、なるべく受験で合格した人が提出する

書類として、認証書を出してもらうという形

にすれば、学生も大学側も負担が少なくて済

むのではないでしょうか。これらのことは今

後どのように利用していくのかというところ

で、しっかり考えていかなければいけないと

いうことです。

●日本語学校経由で大学に入学する場合もこ

れら認証書は必要とされるのでしょうか。

　日本の日本語学校を経て大学に進学する場

合は、一般的には既に日本語学校入学時点で

認定を受けた学歴関係書類を提出しているは

ずですので、それでOKとするのか、あるい

は大学受験時や合格時にもう一度認証書を提

出するよう指示するのかという点は、各大学

が実際にどう運用するかということになるで

しょう。現在では日本語学校経由でなくても、

大学院には多くの中国人学生が直接入学して

います。大学院の修士課程に進学しようとす

る場合は、まず大学の指導教官に研究計画書

などを送って、研究生として来日することが

多いのですが、その時にきちんと学位・学歴

の確認ができているかどうかが問題です。

●研究生であればビザが比較的簡単におりる

ということでしょうか。

　研究生で入る場合は、ほとんどの場合試験

認証例。左が大学発行の成績証明書。右がCDGDC発行の認証書。割り印が捺
してあり照合が可能
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が必要というわけではありません。書類だけ

で研究生になり、その後修士課程に入学する

ための試験を受けるわけです。ある意味、大

学院は直接入学許可と言えますし、研究生の

期間が修士課程や博士課程の準備期間の役割

を果たしているわけです。研究生としての入

学を許可するのは、指導教官が研究室ごと、

研究科ごとに学生の受け入れを決定しますの

で、学位学歴の真偽については、日本語学校

で行われているほど、確定的に審査できてい

る状態ではないような気がします。

●では、今回の制度によって日本語学校を経

由せずに学部から直接入学してくる中国人学

生は増加するでしょうか。

　中国の場合は、規則上外国の大学が中国で

直接入学試験をやることはできないことに

なっているそうです。そうすると、書類審査

か日本での試験が必要となります。書類審査

で学位、学歴ばかりでなく、成績なども確定

的に見ることができるようになれば、当然今

まで以上に直接入学は容易になるはずです。

そういう意味では日本語学校がこのシステム

を開発しておきながら、大学に提供するとい

うのは、自分の首を絞めることになるかもし

れません。ただ、目指すところは「留学生 30

万人」ですから、日本語学校経由ばかりでは

なく、大学等による直接募集、直接入学許可

など、いろいろなチャンネルで留学生の募集

経路を開発しないと、達成できない数字で

しょう。

●いずれにしても大学側にとっては、ビザ申

請に関わる手間が大幅に軽減され、これまで

以上に積極的に中国人留学生の受け入れを検

討することができるということですね。

　これまで本物かどうか、偽造ではないかと

いうことで、その判断に時間をかけてきたわ

けですが、これが無くなるというのは関係者

にとっては画期的なことだと思います。しか

し、大学にとっては事務的な作業がひと手間

多くなることですし、もともと中国の学歴証

書の真偽についてそれほど意識をしていない

大学もあります。また、なんで中国の学生だ

け特別な書類を要求するのか、という疑問も

出てくるでしょう。しかし、このような卒業

証書などの真偽判断は中国の国内でも大きな

問題となっていて、その対策として中国教育

部が学生の就職先企業のために学生の卒業証

書が本物かどうか、インターネットを通じた

参照サービスを行っているほどです。日本で

考えられる一般的な対応で対処できる問題で

はないと考えてよいでしょう。

●どのくらいの大学がこのシステムを利用す

るでしょうか

　利用してもらえるかどうかと言うのは、も

ちろん各大学の留学生受入れ状況や判断に依

りますが、私たちが行ったアンケート調査で

は、JAFSA会員である 199大学のうち、およ

そ 50の大学が早く参加したいという意思表示

をしています。今後多くの大学に参加してい

ただけるよう、各大学に働きかけていきたい

と考えています。また、JAFSAの会員大学関

係者によってさらに研究を重ねていただきた

いと思っています。

 （終）


